
鹿屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱（平成18年鹿屋市告示第

204号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「及び登録、その他の」を「、入退会及び登録に係る事務その他

の」に改める。 

第５条第１項第１号中「受講」を「受講又はセンターが提供する動画を視聴」に

改め、同項第２号中「障害」を「障がい」に改める。 

第６条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、利用会員としての申込みを行った入会希望者については、センターが

提供する動画の視聴をもって講習の受講に代えることができる。 

第12条第２項を次のように改める。 

２ 子どもを預かる場所は、会員の自宅、地域子育て支援拠点施設（鹿屋市地域子

育て支援拠点事業実施要綱（平成28年鹿屋市告示第72号）別表に掲げる施設をい

う。）その他子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定する。 

別記第１号様式を次のように改める。 

 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 





附 則 

この要綱は、令和５年11月１日から施行する。 


